
障
害
の
あ
る
方
の
軽
自
動
車
税

を
減
免市

民
税
課
L
2
2
4
︲
5
6
3
7

O
2
2
6
︲
2
5
4
0

　
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
・

療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

を
持
つ
方
の
う
ち
、
一
定
の
要
件
に
該
当

す
る
場
合
は
軽
自
動
車
税
が
減
免
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
手
帳
を
持
つ
方

と
生
計
を
同
一
に
す
る
方
が
所
有
す
る
車

を
、
手
帳
を
持
つ
方
の
た
め
に
運
転
す
る

場
合
も
減
免
の
対
象
で
す
。
減
免
に
は
申

請
が
必
要
で
す
。
昨
年
に
引
き
続
き
減
免

の
申
請
を
す
る
方
は
、
郵
送
で
の
申
請
が

可
能
で
す
。
詳
し
く
は
、
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

申�

請
方
法
…
5
月
31
日
㈭
ま
で
に
直
接
同

課（
本
庁
舎
2
階
）

必�

要
書
類
…
平
成
30
年
度
軽
自
動
車
税
納

税
通
知
書
・
実
際
に
運
転
す
る
方
の
運

転
免
許
証
・
各
手
帳
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
番
号
確
認
書
類（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
等
）お
よ
び
身

元
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
等
）な
ど

三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
税
に
つ

い
て

市
民
税
課
L
2
2
4
︲
5
6
3
7

O
2
2
6
︲
2
5
4
0

　
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
税
率（
税
額
）

は
、
初
度
検
査
年
月（
最
初
に
新
規
検
査

を
受
け
た
年
月
。
車
検
証
に
記
載
）に
よ

っ
て
税
率
が
異
な
り
、
初
度
検
査
年
月
か

ら
13
年
を
経
過
し
た
車
両
は
、
重
課
税
率

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
平
成
29
年
4
月
1

日
か
ら
同
30
年
3
月
31
日
ま
で
に
初
度
検

査
を
受
け
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
、

排
出
ガ
ス
性
能
お
よ
び
燃
費
性
能
の
優
れ

た
環
境
負
荷
の
小
さ
い
も
の（
基
準
を
満

た
す
も
の
）は
、
グ
リ
ー
ン
化
特
例
が
適

用
さ
れ
ま
す
。
税
率
等
に
つ
い
て
詳
し
く

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
軽
自
動
車

税
納
税
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

付
加
年
金
で
年
金
を
増
や
せ
ま
す

市
民
課
L
2
2
4
︲
5
7
6
4

O
2
2
6
︲
5
0
9
1

　
付
加
年
金
は
、
国
民
年
金
第
1
号
被
保

険
者
を
対
象
に
し
た
国
民
年
金
制
度
独
自

の
上
乗
せ
の
年
金
で
す
。
定
額
の
国
民
年

金
保
険
料
に
加
算
し
て
付
加
保
険
料
を
納

め
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

　
納
付
は
、申
し
込
ん
だ
月
の
分
か
ら
で
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
の
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

納
付
期
限
は
翌
月
末
日
で
、
国
民
年
金
保

険
料
と
併
せ
て
納
付
し
ま
す
。

対�

象
…
第
1
号
被
保
険
者（
農
業
・
自
営

業
・
学
生
な
ど
で
、
65
歳
ま
で
の
任
意

加
入
被
保
険
者
を
含
む
）

＊
保
険
料
の
納
付
を
免
除
さ
れ
て
い
る

方
、国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る
方
、

60
～
64
歳
で
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て

い
な
い
方
、
65
歳
以
上
の
方
は
納
付
で
き

ま
せ
ん
。

付
加
保
険
料（
月
額
）
…
4
0
0
円

支�

給
さ
れ
る
付
加
年
金
額（
年
額
）
…

2
0
0
円
×
付
加
保
険
料
を
納
付
し
た

月
数

申�

し
込
み
…
年
金
手
帳
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
番
号
確
認
書
類（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
等
）お
よ
び
身

元
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
等
）・
印
鑑

を
持
参
し
、直
接
同
課（
本
庁
舎
1
階
）・

市
民
セ
ン
タ
ー
・
南
連
絡
所
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市
税
な
ど
の
納
期
の
お
知
ら
せ

名
称

納
期
限

問
い
合
わ
せ

軽
自
動
車
税

5
月
31
日
㈭

収
税
課
L
2
2
4
︲
5
6
8
6

O
2
2
6
︲
2
5
3
8

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税（
第
1
期
）

平
成
30
年
度
市
・
県
民
税
課
税
証
明
書
等
の
発
行
開
始
日
の
お
知
ら
せ

対
象

発
行
開
始
日
問
い
合
わ
せ

市
・
県
民
税
が
全
額
給
与
か
ら
差
し
引
き
さ
れ

て
い
る
方（
特
別
徴
収
）

5
月
11
日
㈮
市
民
税
課

L
2
2
4
︲
5
6
4
0

O
2
2
6
︲
2
5
4
0

市
・
県
民
税
を
自
分
で
納
付
、
ま
た
は
年
金
か

ら
差
し
引
き
さ
れ
て
い
る
方（
普
通
徴
収
等
）

6
月
8
日
㈮

名
称

対
象

問
い
合
わ
せ

軽
自
動
車
税
納
税
通

知
書
兼
領
収
証
書

平
成
30
年
4
月
1
日
現
在
、
原
動
機
付

自
転
車
・
軽
自
動
車
・
二
輪
の
小
型
自

動
車
・
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者

市
民
税
課

L
2
2
4
︲
5
6
3
7

O
2
2
6
︲
2
5
4
0

固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
納
税
通
知
書
平
成
30
年
1
月
1
日
現
在
、
固
定
資
産

（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
）の
所
有
者
資
産
税
課

L
2
2
4
︲
5
6
4
2

O
2
2
6
︲
2
5
3
9

通
知
書
な
ど
を
5
月
10
日
に
発
送
し
ま
し
た



5
月
27
日
㈰
は
ご
み
ゼ
ロ
運
動

資
源
循
環
推
進
課
L
2
3
9
︲
6
2
6
7

O
2
3
9
︲
5
0
5
4

　
ご
み
ゼ
ロ

運
動
は
、
道

路
や
公
園
な

ど
の
公
共
の

場
に
落
ち
て

い
る
ご
み
や

空
き
缶
な
ど

を
拾
い
、
清

潔
な
環
境
を

保
ち
、
美
し

い
ま
ち
づ
く

り
を
す
る
た
め
の
運
動
で
す
。

　
当
日
は
、
家
庭
ご
み
や
粗
大
ご
み
を
回

収
す
る
日
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

■
環
境
美
化
活
動
へ
の
支
援

　
ご
み
ゼ
ロ
運
動
の
日
以
外
に
地
域
の
清

掃
活
動
を
行
う
団
体
に
、
ご
み
袋
の
支
給

や
ご
み
挟
み
・
啓
発
用
ベ
ス
ト
・
リ
ヤ
カ

ー
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
川
越
県
土
整
備
事
務
所
で
は
、

道
路
の
清
掃
活
動
を
支
援
す
る
「
彩
の
国

ロ
ー
ド
サ
ポ
ー
ト
」、
河
川
の
清
掃
活
動

を
支
援
す
る
「
川
の
国
応
援
団
美
化
活
動

団
体
支
援
制
度
」
が
あ
り
、
ご
み
袋
の
支

給
な
ど
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
支
援

等
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
同
事
務
所

L
2
4
3
︲
2
0
2
0
に
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。雨

水
対
策
施
設
の
設
置
補
助

下
水
道
課
L
2
2
3
︲
0
3
3
1

O
2
2
3
︲
0
2
0
8

　
雨
水
が
河
川
等
へ
流
れ
込
む
の
を
一
時

的
に
抑
え
た
り
、
貯
め
た
雨
水
の
有
効
利

用
を
す
る
た
め
の
雨
水
対
策
施
設（
仮
設

建
築
物
を
除
く
）を
設
置
す
る
方
に
費
用

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

　
対
象
の
雨
水
対
策
施
設
は
、
市
の
基
準

を
満
た
す
、
浸
透
ま
す（
4
基
ま
で
）・
小

型
貯
留
槽（
2
基
ま
で
）で
す
。
規
格
に
適

合
し
な
い
も
の
は
、
補
助
の
対
象
と
な
ら

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
補
助
に
は
、
工

事
着
工
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。

対�

象
…
市
内
在

住（
営
利
目

的
、
過
去
に

最
大
限
度
の

補
助
金
交
付

を
受
け
た
方

を
除
く
）

補�

助
額
…
設
置

工
事
に
要
し

た
経
費
の
2

分
の
1
ま
た

は
下
表
の
限

度
額
の
い
ず

れ
か
小
さ
い
額

＊
補
助
額
中
、
1
0
0
0
円
未
満
の
端

数
は
切
り
捨
て
ま
す
。

＊
浸
透
ま
す
・
小
型
貯
留
槽
を
併
せ
て
設

置
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
数
に
応
じ

た
額
が
限
度
額
で
す
。

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

情
報
統
計
課
L
2
2
4
︲
6
1
8
5

O
2
2
4
︲
2
4
4
9

　
6
月
1
日
を
基
準
日
と
し
て
、
工
業
統

計
調
査
を
全
国
一
斉
に
実
施
し
ま
す
。
こ

の
調
査
は
、
工
業
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
調
査
結

果
は
中
小
企
業
の
施
策
や
地
域
振
興
な
ど

の
基
礎
資
料
と
な
り
ま
す
。

　
5
月
中
旬
か
ら
、県
知
事
が
任
命
し
た
、

調
査
員
証
を
持
っ
た
調
査
員
が
対
象
事
業

所
に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
調
査
票
の
回
答
内
容
は
、
統
計
法
に
基

づ
き
厳
重
に
保
護
さ
れ
ま
す
。

市
民
聖
苑
葬
儀

斎
場
L
2
2
6
︲
0
0
9
0

O
2
2
6
︲
7
0
8
8

　
市
民
聖
苑
お
よ
び
斎
場
の
小
式
場
で

は
、
市
民
聖
苑
葬
儀
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
市
民
聖
苑
葬
儀
は
、
明
確
な

料
金
体
系
に
基
づ
き
、
標
準
的
な
葬
儀
を

行
う
も
の
で
す
。

　
市
民
聖
苑
葬
儀
を
利
用
す
る
場
合
は
、

葬
儀
取
扱
店
に
そ
の
旨
を
伝
え
て
く
だ
さ

い
。
金
額
は
税
別
で
す
。
希
望
に
よ
り
オ

プ
シ
ョ
ン
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

■
基
本
料
金（
15
万
円
以
内
）

①
企
画
運
営
進
行
管
理
料
、
②
安
置
・
納

棺・出
棺
お
よ
び
斎
場
立
ち
会
い
奉
仕
料
、

③
霊
柩き

ゅ
う

車
ま
た
は
搬
送
車
１
日
間
、
④
司

会
進
行
料
２
日
間
、
⑤
式
場
設
営
等
人
件

費
、
⑥
棺ひ

つ
ぎ

台
、
⑦
副
葬
品
等
一
式
、
⑧
位い

牌は
い

等
一
式
、
⑨
受
付
用
品
一
式
、
⑩
骨
壺つ

ぼ

一
式

＊
棺
お
よ
び
骨
壺
は
、
大
き
さ
に
よ
り
料

金
が
変
わ
り
ま
す
。

■
付
帯
料
金（
8
万
5
0
0
0
円
以
内
）

①
写
真
代（
カ
ラ
ー
）、
②
会
葬
礼
状
、
③

寝
台
車
代
、
④
枕
飾
り
料
、
⑤
ド
ラ
イ
ア

イ
ス
１
回
分
、
⑥
祭
壇
用
盛
り
物
、
⑦
後

飾
り
お
よ
び
仏
具
一
式

■
オ
プ
シ
ョ
ン
制
度（
20
万
円
以
内
）

　
棺
・
副
葬
品
・
骨
壺
・
写
真
な
ど
に
つ

い
て
、
基
本
料
金
や
付
帯
料
金
以
上
の
も

の
に
し
た
い
場
合
に
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

■
市
民
聖
苑
葬
儀
料
金
に
は
含
ま
れ
な
い

も
の

①
火
葬
料
等
斎
場
使
用
料
、
②
市
民
聖
苑

使
用
料
、
③
僧
侶
等
謝
礼
、
④
通
夜
振
舞

い
・
精
進
落
し
等
飲
食
代
、
⑤
会
葬
御
礼

お
よ
び
香
典
返
し
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種類 浸透ます 小型貯留槽
1基 19,000円 19,000円
2基 33,000円 38,000円
3基 46,000円
4基 58,000円

補助限度額
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●川越市都市計画審議会を開催します　都市計画課L224－5945O225－9800
　川越都市計画地区計画の変更についてなど。5月28日㈪午後2時～。南公民館。傍聴は先着5人。受け付けは午後1時40分～。
当日直接会場。

〜ひとくち情報〜　ミニ・インフォメーション　〜ひとくち情報〜

　公共交通機関利用促進のためのさまざまな取り組みの一環として、市では、川越駅西口に「高速バス
専用のりば」を設置し、市民の皆さんに、より便利に公共交通を利用してもらえる環境を整備してい
ます。観光や帰省など遠方に出掛ける際に、バスを利用してみませんか。また、市内には関越自動車
道上に高速バスの「川越的場バス停」があります。
　高速バスの行き先や問い合わせ先をまとめた「高速バスマップ」は「川越市バスマッ
プ」の中に掲載されているほか、市ホームページまたは右の2次元バーコードで確認で
きます。

高速バス活用のススメ 交通政策課L224－5519O225－9800

広報室L224－5495O225－2171

キテミル川越ショートフィルム大賞を決定します！
～ 入場無料 予約受付中 ～

　市内で撮影を行った映像作品のコンテスト「キテミル
川越ショートフィルム大賞」。今年は応募のあった13作
品のうち、3作品がノミネートされています。
　ノミネート作品の上映と大賞の決定をアカデミー賞公
認の国際短編映画祭であるショートショートフィルムフ
ェスティバル ＆ アジア 2018（SSFF ＆ ASIA2018）
の中で行います。ゲストは、SSFF ＆ ASIA 代表・別

べっ

所
しょ

哲
てつ

也
や

さん、川越市出身のバイオリニスト・松
まつ

本
もと

蘭
らん

さん、
東京国際大学教授・渋

しぶ

谷
や

哲
てつ

也
や

さん。
　申し込み方法等について詳しくは、市ホームページを
ご確認ください。

日 時 …6月9日 ㈯ 午 後1時30分 ～3時
20分　会場…表参道ヒルズ スペースオ
ー（東京都渋谷区）

別所哲也さん 松本蘭さん

　季節運行 尾瀬直行バス運行開始
　5月18日㈮、川越駅西口から尾瀬直行の高速バス
が季節運行を開始します。乗車券は事前に購入が必
要です。購入方法等について詳しくは、関越交通㈱
のホームページまたは尾瀬号案内センターL0120－
53－0215にお尋ねください。
運�行期間…5月18日㈮往路②～10月14日㈰復路③
発着場所…川越駅西口7番のりば
＊復路①②は川越的場を経由。復路③は川越駅西口
には停車しません。
運�賃…片道3,500円～3,800円

往
路

① 川越駅西口発（午前8時10分）→尾瀬戸倉着（午
前10時55分）→大清水着（午前11時15分）

② 川越駅西口発（午後11時35分）→尾瀬戸倉着
（翌日午前3時30分）→大清水着（午前3時50分）

復
路

① 大清水発（午後1時10分）→尾瀬戸倉発（午後1
時30分）→川越駅西口着（午後4時20分）

② 尾瀬戸倉発（午後2時30分）→川越駅西口着（午
後5時20分）

③ 大清水発（午後3時10分）→尾瀬戸倉発（午後3
時30分）→川越的場着（午後6時5分）

尾瀬直行バスの運行時間
PICK UP
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ダイオキシン類調査結果

調査地点 ダイオキシン類 環境基準春期 夏期 秋期 冬期 年平均
芳野中学校 0.020 0.10 0.020 0.065 0.051

0.6
下広谷地区 0.024 0.038 0.15 0.067 0.070
川越測定局 0.013 0.014 0.016 0.045 0.022
ジョイフル 0.0095 0.017 0.011 0.053 0.023
鯨井中学校 0.013 0.012 0.024 0.045 0.024

①大気 単位：pg-TEQ/㎥

調査地点 ダイオキシン類 環境基準
初雁橋（入間川） 0.073

1旭橋（新河岸川） 0.10
不老橋（不老川） 0.073

②河川水 単位：pg-TEQ/ℓ

調査地点 ダイオキシン類 環境基準
城南中学校防災井戸 0.062 1

③地下水 単位：pg-TEQ/ℓ

調査地点 ダイオキシン類 環境基準
高階西小学校 0.11 1,000初雁中学校 0.54

⑤土壌 単位：pg-TEQ/g

調査地点 ダイオキシン類 環境基準
初雁橋（入間川） 0.39

150旭橋（新河岸川） 2.2
不老橋（不老川） 1.6

④河川底質 単位：pg-TEQ/g

環 境基準…人の健康を保護する上で維持されることが望ましい
基準

pg…ピコグラム。1兆分の1グラムのこと
T EQ…ティー・イー・キュー。毒性等量。計測された複数のダ
イオキシン類の量を、毒性が最も強いダイオキシンとして換
算し、合計したもの
＊ダイオキシン類の値は、有効数字2桁としています。

　昨年度実施した、ダイオキシン類の
調査結果は、次のとおりです。
■調査項目・調査日
① 大気…春期＝平成29年5月18日～
25日▶夏期＝7月13日～20日▶秋
期＝10月12日～19日▶冬期＝同30
年1月11日～18日

② 河川水…平成29年10月5日
③ 地下水…平成29年10月11日
④ 河川底質…平成29年10月5日
⑤ 土壌…平成29年12月1日
■調査方法
　環境省が作成したマニュアルなどに
従って実施しました。
■調査結果
　大気・河川水および地下水・河川底
質・土壌について、すべての地点で、
環境基準を下回りました。

■市民・事業者の皆さんへ
　一定基準を満たさない焼却炉
は、家庭用・事業用にかかわら
ず、使用することはできません。
　また、事業者が使用する焼却
炉は、全て届け出が必要となり
ます。新たに焼却炉を設置する
際には、同課までご連絡くださ
い。

環境対策課L224－5894O225－9800

　
「
い
つ
も
と
収
集
時
間
が
違
う
」「
段
ボ

ー
ル
は
収
集
さ
れ
た
の
に
、
雑
が
み
だ
け

残
っ
て
い
る
」
と
い
う
経
験
を
し
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
分
別
し
て
い
た
だ
い
た
資
源
を
効
率
よ

く
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
た
め
、「
新
聞
紙
・

段
ボ
ー
ル
・
紙
パ
ッ
ク
・
雑
が
み
」
と「
び

ん
・
か
ん
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
」
は
、
品
目

ご
と
に
異
な
る
車
両
で
収
集
を
行
う
場
合

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
収
集
時
間
に

ズ
レ
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
集
積

所
に
雑
が
み

が
残
っ
て
い

る
の
を
見
て

後
か
ら
段
ボ

ー
ル
を
出
し

た
ら
、
段
ボ

ー
ル
の
収
集
は
終
わ
っ
て
い
た
、
な
ど
と

い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　
収
集
時
間
は
交
通
事
情
等
で
前
後
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
集
積
所
に
は
、
収
集

日
の
朝
8
時
ま
で
に
全
て
の
物
を
出
し
終

え
る
よ
う
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

ご
み
処
理
と
ぴ
っ
く
す

資
源
循
環
推
進
課

L
2
3
9
︲
6
2
6
7

O
2
3
9
︲
5
0
5
4

収
集
時
間
の
ズ
レ
に
ご
注
意
を
！
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平成30年度の特定健康診査が6月1日㈮から始まります。対象の方には、5月下旬に受診券を発送します。

＊平成30年度からセット C の胃部エックス線検
査は、胃がん検診として受診するように変更とな
りました。詳しくは、受診券と同時に送付する案
内をご確認ください。

■ 第2期保健事業等実施計画（データヘル
ス計画）を策定しました

　特定健診受診率向上や健康寿命延伸を目
標とする「川越市国民健康保険 第2期保健
事業等実施計画（データヘルス計画）」を策
定しました。計画のコンセプトは「あなた
のことが心配です 毎年受けよう特定健
診」。個人の健診結果を記載した啓発通知
を発送するなど、皆さんの健康づくりを応
援します。同計画は、市ホームページで確
認できます。

特定健康診査を受けましょう
国民健康保険課L224－6147

O224－7318

あなたのため、大切な人のため、

対 象…40～74歳の市国民健康保険被保険者
＊全国健康保険協会（協会けんぽ）・組合健保・共済
組合・国保組合などの方は、加入している健康保険
にお尋ねください。
受診期間…6月1日㈮～来年1月31日㈭
＊期間終了間際は混み合います。受診はお早めにお
願いします。
■受診の流れ
①受診券が届いたら、健診実施医療機関へ連絡し、
日時を予約します。
②当日は、受診券と国民健康保険証を持って受診し
てください。
■健診内 容と費用

健診内容 費用

セット A 特定健診の基本項目＋胸部エックス線撮
影・血清クレアチニン・尿酸・貧血検査 無　料

セット B セット A ＋心電図・眼底検査 500円

セット C セット B ＋腹部超音波検査・肺活量・
視力・聴力・血液検査・尿検査 8,500円

健康管理課L229－4126O225－2817受けてよかった「がん検診」

＊表の年齢は、平成30年4月1日現在です。
＊受診日以前に転出した場合は、川越市の検診を受けられません。
＊4月21日以降に転入し、表に該当する方は同課までお尋ねく
ださい。

がん検診無料クーポンの対象者
検診名 年齢 生年月日

子宮頸がん検診 20歳 平成 9年4月2日～同10年4月1日
乳がん検診　　 40歳 昭和52年4月2日～同53年4月1日

　平成30年度のがん検診が始まりました。詳しくは、健康づくりスケジュールま
たは市ホームページをご確認ください。なお、施設検診（9月分まで）と集団検診に
ついても、先着順で受付中です。空き状況などについて、詳しくはお尋ねください。
■個別検診（委託医療機関で実施）のお知らせ
内 容…⑧大腸がん検診、⑨前立腺がん検診、⑩子宮がん検診、⑪乳がん検診、
⑫胃がん検診（胃部エックス線検査）、⑬胃がん検診（胃内視鏡検査）、⑭歯周
病検診、⑮健康増進健康診査、⑯肝炎ウイルス検診

実施期間…6月1日㈮～来年1月31日㈭
申 し込み…⑩⑪⑬⑭⑮は健康づくりスケジュールにあるハガキに必要事項を記入し、同課へ郵送（市ホームペ
ージからも可）。⑧⑨⑫⑯は直接委託医療機関
＊⑩⑪⑬⑭⑮は、申し込み後に同課から郵送される受診券が必要となります。
＊平成30年度から開始する⑬胃がん検診（胃内視鏡検査）の第１期分（利用期間６月１日㈮～８月31日㈮）に空
きがあります。先着順で受付中です。
■がん検診無料クーポン事業のお知らせ
　平成30年4月20日現在、市内に住民登録があり下表に当てはまる女性を対象に、がん検診無料クーポン券
を5月下旬に発送します。
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高額障害福祉サービス等給付費の支給対象が拡大されました
障害者福祉課L224－5785O225－3033

　健康の保持・増進のため、年に一度は健康診査・人間ドック等を受診しましょう。
　詳しくは、5月下旬に発送する受診案内および受診券をご確認ください。実施医療機関一覧は、受診
案内に記載されています。

後期高齢者医療健康診査・人間ドック、
歯科健康診査を受けましょう

高齢・障害医療課L224－5842
O224－7318

■後期高齢者医療歯科健康診査（無料）
　口腔機能低下や肺炎等疾病の予防のため、歯科健康診査も受診しましょう。
　詳しくは、後期高齢者医療健康診査・人間ドック受診券に同封してある受診案内をご確認ください。
対 象…市内在住の埼玉県後期高齢者医療被保険者で、平成30年4月1日現在80歳（昭和12年4月2日～
同13年4月1日生まれ）の方

受診期間…6月1日㈮～来年1月31日㈭
申 し込み…受診案内が届いたら、電話で同課。受診券と実施医療機関一覧を送付します
＊平成30年4月1日現在75歳（昭和17年4月2日～同18年4月1日生まれ）の方には、埼玉県後期高齢
者医療広域連合が歯科健康診査を実施します。該当の方には、特定健診・人間ドック受診券とは別に通
知を送付します。

■後期高齢者医療健康診査（無料）
　メタボリックシンドロームによる生活習慣病（糖
尿病、高血圧症など）の発見に重点をおいた、血液
検査や尿検査が中心の健診です。
対 象…市内在住の埼玉県後期高齢者医療被保険者
＊6か月以上継続して入院中の方、同年度中に国民
健康保険の特定健診を受診済みの方などは、対象に
なりません。
受診期間…6月1日㈮～来年1月31日㈭
申 し込み…受診案内および受診券が届いたら、各実
施医療機関に直接電話

●人間ドック（費用＝7,000円）
　希望者は後期高齢者医療健康診査の内容
に、胸部エックス線などが追加される人間
ドックを受けることができます。
＊平成30年度から胃部エックス線検査は、
胃がん検診として受診するように変更とな
りました。詳しくは、受診券と同時に送付
する案内をご確認ください。

　高額障害福祉サービス等給付費とは、同一世帯
で複数の方が障害福祉サービスや補装具費の購
入、障害児入所（通所）支援などのサービスを利用
したり、1人の方が複数のサービスを併用したり
することで、1か月の利用負担額の合計が、世帯
の基準額を超えた場合に申請することで一部利用
者負担額が償還される国の制度です。
　4月から「障害者総合支援法」の一部改正によ
り、高額障害福祉サービス等給付費の支給対象が
拡大されました。右記の対象の方で65歳に達し
た際に、障害福祉サービスから介護保険サービス
へ移行した方は、利用者負担を高額障害福祉サー

ビス等給付費により償還します。申請方法等につ
いて詳しくは、同課までお尋ねください。
対象…次の項目をすべて満たす方
●�介護保険サービスに相当する障害福祉サービス
（居宅介護・生活介護等）に係る支給決定を65
歳に達する前に5年間引き続き受けていた方
●�障害福祉サービスに相当する介護保険サービス
（訪問介護・通所介護等）を利用する方
●障害支援区分2以上であった方
●市町村民税非課税者または生活保護世帯の方
●�65歳に達するまでに介護保険法による保険給
付を受けていない方
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固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
に
固
定
資
産（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
）を
所
有
し
て
い
る
方
が

納
め
る
税
金
で
、
評
価
額
を
基
に
算
定
さ
れ
ま
す
。
土
地
と
家
屋
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
3
年
に

1
度
の
基
準
年
度
ご
と
に
評
価
の
見
直
し（
評
価
替
え
）を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
30
年
度
は
、
こ
の
基

準
年
度
に
当
た
り
ま
す
。
評
価
額
等
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、同
課（
本
庁
舎
2
階
）で
配
布
し
て
い
る「
固

定
資
産
税
の
し
お
り
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

＊
土
地
に
つ
い
て
は
土
地
担
当
L
2
2
4
‐
5
6
4
5
、
家
屋
に
つ
い
て
は
家
屋
担
当
L
2
2
4
‐

5
6
8
4
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

平
成
30
年
度
は

　
　
　
固
定
資
産
税「
評
価
替
え
﹂の
年
で
す

資
産
税
課
L
2
2
4
︲
5
6
4
5

O
2
2
6
︲
2
5
3
9

　
土
地
の
評
価
替
え
に
つ
い
て
は
、
地
価
公
示
価

格
や
不
動
産
鑑
定
士
の
鑑
定
評
価
な
ど
に
基
づ

き
、
評
価
額
を
決
定
し
ま
す
。

　
な
お
、
土
地
の
価
格
は
3
年
間
据
え
置
く
こ
と

が
原
則
で
す
が
、
据
え
置
き
年
度
で
あ
る
平
成
31

年
度
、
同
32
年
度
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
て
い

る
場
合
で
、
価
格
を
据
え
置
く
こ
と
が
適
当
で
な

い
と
き
は
価
格
の
修
正（
下
落
修
正
措
置
）を
行
い

ま
す
。

　
家
屋
の
評
価
替
え
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
評

価
基
準
に
基
づ
き
、
再
建
築
価
格
に
対
し
て
経
年

減
点
補
正
率
を
乗
じ
て
評
価
額
を
算
出
し
ま
す
。

　
再
建
築
価
格
と
は
、
家
屋
を
取
得
す
る
際
の
売

買
価
格
や
、
建
築
坪
単
価
な
ど
と
は
異
な
り
、
評

価
の
対
象
と
な
っ
た
家
屋
と
同
一
の
も
の
を
評
価

替
え
の
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
場
所
に
新
築
す
る

場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
建
築
費
の
こ
と
で
す
。
前

回
の
評
価
替
え
で
求
め
ら
れ
た
再
建
築
費
評
点
数

に
再
建
築
費
評
点
補
正
率
を
乗
じ
て
算
出
し
ま

す
。

　
ま
た
、
経
年
減
点
補
正
率
と
は
、
家
屋
の
建
築

後
の
年
数
経
過
で
生
じ
る
損
耗
に
よ
る
減
価
を
表

し
た
も
の
で
、
構
造
や
種
類
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
。

　
な
お
、
算
出
さ
れ
た
家
屋
の
評
価
額
が
前
年
度

を
上
回
る
場
合
は
、
前
年
度
の
評
価
額
に
据
え
置

き
ま
す
。

土
地
の
評
価
替
え
に
つ
い
て

家
屋
の
評
価
替
え
に
つ
い
て

用
語
解
説

●
地
価
公
示
価
格

地
価
公
示
法
に
基
づ
き
毎
年
発
表
さ
れ
る
1

月
1
日
時
点
の
地
価

●
市
街
化
区
域
農
地

市
街
化
区
域
内
で
生
産
緑
地
を
除
く
農
地

●
課
税
標
準
額

税
額
を
計
算
す
る
基
礎
と
な
る
額
。税
額
は
、

課
税
標
準
額
に
税
率
を
乗
じ
て
求
め
る

●
固
定
資
産
評
価
基
準

総
務
大
臣
が
定
め
る
固
定
資
産
の
評
価
基
準

で
、
評
価
の
実
施
方
法
お
よ
び
手
続
き
を
定

め
た
も
の

●
再
建
築
費
評
点
補
正
率

前
回
評
価
替
え
か
ら
今
回
評
価
替
え
ま
で
の

3
年
間
に
生
じ
た
建
築
資
材
の
物
価
変
動
率
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負担水準＝ 平成29年度課税標準額 ×100　  平成30年度評価額

図　Ａ
商業地などの宅地

図　Ｂ
住宅用地・市街化区域農地

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

税負担引き下げ

税負担引き上げ 税負担引き上げ税負担引き上げ

負
担
水
準

（％）

前前年年度度課課税税標標準準額額にに据据ええ置置きき前年度課税標準額に据え置き

前年度課税標準額

評価額

0.05

課税標準額

＋

×

＝
（住宅用地の特例）

課税標準額

前年度課税標準額

評価額

0.05

1/6

＋

×

×

＝

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

負
担
水
準

（％）

小規模住宅用地
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

負
担
水
準

（％）

課税標準額

前年度課税標準額

評価額

（住宅用地の特例等）

0.05

1/3

＋

×

×

＝

一般住宅用地・市街化区域農地

　
課
税
標
準
額
は
負
担
水
準
に
よ
っ
て

計
算
が
異
な
り
ま
す
。
今
回
は
、
商
業

地
な
ど
の
宅
地
、
住
宅
用
地
・
市
街
化

区
域
農
地
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

■
図
Ａ

商
業
地
な
ど（
住
宅
用
地
以
外
の
宅
地

な
ど
）

① 

負
担
水
準
が
70
％
超

課
税
標
準
額
を
評
価
額
の
70
％
に
引
き

下
げ

② 

負
担
水
準
が
60
％
以
上
70
％
以
下

前
年
度
課
税
標
準
額
に
据
え
置
き

③ 

負
担
水
準
が
60
％
未
満

前
年
度
課
税
標
準
額
に
評
価
額
の
5
％

を
加
算
し
た
も
の
が
今
年
度
の
課
税
標

準
額

＊
③
で
計
算
し
た
結
果
の
課
税
標
準
額

が
評
価
額
の
60
％
を
超
え
る
場
合
は

60
％
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
評

価
額
の
20
％
に
満
た
な
い
場
合
は
、

20
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■
図
Ｂ

住
宅
用
地
・
市
街
化
区
域
農
地

① 

負
担
水
準
が
1
0
0
％
超

課
税
標
準
額
を
評
価
額（
住
宅
用
地
の

特
例
等
適
用
後
）の
1
0
0
％
ま
で
引

き
下
げ

② 

負
担
水
準
が
1
0
0
％
未
満

前
年
度
課
税
標
準
額
に
住
宅
用
地
の
特

例
等
を
適
用
し
た
評
価
額
の
5
％
を
加

算
し
た
も
の
が
今
年
度
の
課
税
標
準
額

（
住
宅
用
地
の
特
例
等
を
適
用
後
の
評

価
額
を
上
限
額
と
し
ま
す
）

＊
②
で
計
算
し
た
結
果
の
課
税
標
準
額

が
評
価
額（
住
宅
用
地
の
特
例
等
適
用

後
）の
20
％
に
満
た
な
い
場
合
は
、

20
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

＊
住
宅
用
地
の
特
例
は
、
住
宅
１
戸
に

つ
き
2
0
0
㎡
ま
で
は
、
小
規
模
住
宅

用
地
の
特
例
と
し
て
6
分
の
1
を
、

2
0
0
㎡
を
超
え
る
分
に
つ
い
て
は
、

一
般
住
宅
用
地
の
特
例
と
し
て
3
分
の

1
を
評
価
額
に
乗
じ
て
課
税
計
算
を
行

う
特
例
で
す
。

＊
市
街
化
区
域
農
地
の
特
例
は
3
分
の

1
と
な
り
ま
す
。

＊
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
も
、
固
定
資

産
税
と
同
様
の
調
整
措
置
が
行
わ
れ
ま

す
。
な
お
、
特
例
率
に
つ
い
て
は
小
規

模
住
宅
用
地
が
3
分
の
1
、
一
般
住
宅

用
地
お
よ
び
市
街
化
区
域
農
地
が
3
分

の
2
と
な
り
ま
す
。

土
地
の
負
担
水
準
と
課
税

標
準
額
に
つ
い
て

＊
10
ペ
ー
ジ
で
は
、
固
定
資
産
税
の
モ
デ
ル
ケ

ー
ス
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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　税額は、合計課税標準額の1,000円未満を切り捨
てた後に、税率を乗じた額の100円未満を切り捨て
て、算出します。また、市街化区域内の土地・家屋
については、都市計画税も併せて課税されます。

■事例（200㎡の小規模住宅用地1筆）
◦平成29年度課税標準額…3,600,000円
◦平成30年度評価額…24,000,000円
◦平成30年度特例後評価額…4,000,000円
　小規模住宅用地の特例を適用（評価額に1/6を乗
じる）。
●上記の場合の固定資産税の求め方
①負担水準の算出

3,600,000円 × 100 ＝ 90％（負担水準）4,000,000円
②負担水準に応じた調整措置の適用
　負担水準が90％なので小規模住宅用地100％未満
の調整措置が適用されます（9ページ図B参照）。

平成29年度課税標準額…3,600,000円
＋

平成30年度特例後評価額の5％…200,000円
＝

平成30年度課税標準額…3,800,000円
③平成30年度の税額算出

平成30年度課税標準額…3,800,000円
×

税率…1.4％
＝

平成30年度固定資産税…53,200円
＊平成30年度の評価額が前年度に比べ、下落もし
くは据え置きとなっていても負担水準が100％未満
の土地については、税負担が緩やかに上昇します。

■ 事例（床面積100㎡、平成28年新築の木造専用住宅）
◦新築時の１㎡当たりの再建築費評点数…105,000点
◦�評価額算出の計算で生じた1円未満の額は切り捨て
◦新築後3年間の軽減措置適用
●平成29年度の固定資産税
新築時の１㎡当たりの再建築費評点数…105,000点

×
経年減点補正率…80％

×
再建築費評点数1点当たりの価格…0.99円

×
床面積…100㎡

＝
平成29年度評価額および課税標準額…8,316,000円Ⓐ

軽減税額…Ⓐ×1.4％×50％＝58,212円Ⓑ
平成29年度固定資産税額…Ⓐ×1.4％－Ⓑ＝58,200円①

●評価替えによる平成30年度固定資産税
新築時の1㎡当たりの再建築費評点数…105,000点

×
再建築費評点補正率…105％（建築物価変動率）

×
経年減点補正率…75％

×
再建築費評点数1点当たりの価格…0.99円

×
床面積…100㎡

＝
平成30年度評価額および課税標準額…8,186,000円Ⓒ

軽減税額…Ⓒ×1.4％×50％＝57,302円Ⓓ
平成30年度固定資産税額…Ⓒ×1.4％－Ⓓ＝57,300円②

①－②…前年に比べ、900円の減少

固定資産税のモデルケース

土地課税の場合

家屋課税の場合

創業に関する相談会を開催しています 産業振興課L224－5934
O224－8712

■セカンドキャリア（シニア）創業相談会
日程…毎月第2土曜日（祝日を除く）　対象…
創業を考えている50歳以上

■女性創業相談会
日程…毎月第2木曜日（祝日を除く）　対象…
創業を考えている女性または創業後間もない
女性

　専門の相談員が、創業に関する経営相談を行っています。
時間…午前10時～午後4時（相談時間は50分）　会場…ウェ
スタ川越 創業支援ルーム　定員…各先着5人　経費…無料
申し込み・問い合わせ…各相談日の前日、正午までに電話・
ファクスで創業・ベンチャー支援センター埼玉L048－
711－2222O048－857－3921（同センターホームペー
ジからも可）


